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深川市業務継続計画の見直し概要 

 

 

（１）新庁舎移転に伴う主な修正 
●庁舎の構造等、庁舎の非常用電源設備等（新旧対照表 P6） 

 本庁舎の耐震性 有⇒業務継続可能 

 本庁舎 非常用発電設備 交流 270KVA × １基 

 稼働時間 ７２時間以上（最長７日間分） 

●庁舎等の被害及び復旧想定（地震）、業務執行環境の現状、課題と対応方針 

                               （新旧対照表 P7） 

    本庁舎の被害はないと想定 

    ガスの項目を削除 

    外部の管路被害等では緊急排水層に汚水を一時貯留することが可能 

本庁舎の電話は使用可能 

   ●庁舎等の被害及び復旧想定（水害）、業務執行環境の現状、課題と対応方針 

                               （新旧対照表 P9） 

    １００年に１度の浸水対策として、庁舎出入口３カ所に防潮板を設置 

    １０００年に１度の浸水対策として、２階に出入り口を設置、１階と２階以上の

電気系統を分離 

    情報システム重要機器は発電機で稼働可能。 

   

（２）機構改革に伴う主な修正 
●非常時優先業務一覧表の各課名修正 

 市民生活課、秘書課の設置、自治防災室の廃止等に伴う変更 

 

（３）業務継続計画の特に重要な６要素の整理（新旧対照表 P22～28） 
●首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制 

●本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定 

●電気、水、食料等の確保 

●災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保 

●重要な行政データのバックアップ 

●非常時優先業務の整理 

    重要な６要素の章を作成し、記載箇所を整理 

 

（４）その他 
   ●文言、数量等の軽微な修正 

 


